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当分科会において検討すべきポイント 

 労働市場における円滑な労働移動を促進する上では、従業員のキャリア自律意

識の向上や経営陣のマインド変革が極めて重要。その実現のためには、職務給

などの報酬制度にとどまらず、採用・配置・育成・評価・福利厚生、経営陣・マネ

ジャーの意識変革など、幅広い論点を俯瞰したガイドラインや導入事例を整備し

ていくべき 

 

 

 職務給やジョブ型人事制度に関する事例集やガイドラインは、政府・民間を含め

様々なものが存在し、改革意欲の高い企業は生き残りをかけて既に独自の変革

を進めてきている。その中でより多くの企業を包摂して労働市場全体の機能回復

を目指す上では、幅広く上場企業・非上場企業の経営陣の行動変容を促すため

の、工夫・トリガーが必要 

 

 

 退職所得課税制度の見直し・自己都合退職時の大幅な減額といった労働慣行の

見直し等、労働市場に重大な影響を与えている制度・慣行の見直しを同時に図

り、今春の賃上げ促進の際と同様に社会的なムーブメントとしていくことで、経営

陣・従業員ほか様々なステークホルダーの意識改革につなげていくことが重要 
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検討の前提としての課題認識 

 個別企業の人材戦略や人事制度は経営戦略・事業戦略に応じ決定されるべきも

のであり、個人の能力伸長に応じて資格・報酬が上がる職能給などの仕組みが

一様に否定されるべきではない。メンバーシップ型雇用下での「企業特殊スキル」

の蓄積に重きを置いた資格制度・報酬制度は、すり合わせ・改善などに代表され

る日本企業の強みを支えるものとして、これまで一定程度機能してきたと理解 

 

 一方、本会議で議論されているとおり、これらは社外でのキャリア機会獲得や外

部人材獲得の障害ともなり、退職金税制や労働慣行と相まって、市場全体の円

滑な労働移動を通じた生産性向上の阻害要因になってきたと考えられる 

 

 近年、テクノロジー進化を起点とした破壊的イノベーションが進行し、あらゆる産

業で経営資源の機動的な組換・新たな組織能力獲得が重要となる中、自動車産

業のように従来漸進的イノベーションが強みだった業種ですら、急速なゲームチ

ェンジのリスクにさらされている。メンバーシップ型雇用と相性が良い産業・技術

領域は縮小してきているのではないか 

 

 資格制度や報酬制度は企業コミュニティ内の序列・インセンティブを決定する重

要な仕組みであるため、競争上の合理性を失っても温存される、「経路依存性の

罠」が働きやすい。変革に意欲的なリーダーに率いられた企業はその罠を乗り越

えることができる一方、そうではないケースも少なくないことは、株式市場で長年

低成長・低評価が放置される企業が少なからず存在することからも明らか 

 

 人生 100 年時代、余程の幸運に恵まれない限り、40-50 年にわたって同一企業

に勤務し続ける実現可能性は低い。個別企業を超えたポータブルなスキル・専門

性を高めることは、従業員個人にとって切実なニーズ 

 

 以上を踏まえると、わが国労働市場・労働慣行を、組織における人材の能力更新

の促進や外部人材の獲得と活用が行いやすいダイナミックな形に変えていき、企

業・個人双方の自助努力やキャリア自律を促進することは、新産業の勃興や生

産性向上を通じた持続的な賃上げおよび経済成長を実現する上で、重要な意義

があると考える 

 

以上 
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